
                                              

                                

第
六
節 

間
切
制
度 

 

間
切
と
は
手
っ
取
り
早
く
言
え
ば
、
現
代
の
町
と
か
村
と
か
と 

い
う
の
と
同
じ
く
行
政
の
区
画
名
で
、
そ
の
下
に
現
在
の
大
字あ

ざ

に 

あ
た
る
村
々
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

「
南
島
風
土
記
」
に
よ
る
と
、「
間
切
に
作
り
『
ま
ぎ
り
』
と 

訓よ

む
行
政
区
画
は
現
在
某
村
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
管 

下
の
村
が
現
在
で
は
字あ

ざ

と
よ
ば
れ
て
い
る
。
間
切
の
起
源
に
つ
い 

て
は
文
献
明
確
を
欠
き
、
天
孫
氏
始
め
て
野
を
画
し
間
切
を
置
く 

と
い
う
旧
記
の
説
明
は
元
よ
り
證
左
と
す
る
に
は
足
り
な
い
が
、 
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そ
の
起
源
太

は
な
は

だ
古
い
こ
と
が
知
ら
れ
且
つ
野
を
画
し
と
い
う
語 

が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。 

 

マ
（
間
）
は
方
言
で
場
所
ま
た
は
方
面
を
意
味
す
る
語
で
、
ア 

マ
（
彼
所
）
コ
マ
（
此
方
、
此
所
）
の
如
き
類
で
あ
る
。
こ
の
見 

地
か
ら
出
発
し
て
『
ま
ぎ
り
』
は
『
処
切
』
で
国
語
の
『
カ
ギ
リ
』 

に
相
当
す
る
語
意
と
考
え
ら
れ
る
。『
カ
ギ
リ
』
ま
た
『
ク
ギ
リ
』 

す
な
わ
ち
二
者
の
間
の
区
画
を
意
味
す
る
語
か
ら
転
じ
て
包
括
の 

意
味
に
も
使
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
行
政
区
画
名
と
し
て
の
間 

切
は
も
と
も
と
琉
球
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

琉
球
服
属
時
代
の
沖
永
良
部
島
の
間
切
名
に
つ
い
て
は
、
文
献 

が
な
い
の
で
判
然
と
し
な
い
が
、
琉
球
服
属
時
代
か
ら
薩
藩
直
轄 

時
代
に
移
っ
た
こ
ろ
の
、
い
わ
ば
藩
政
期
初
期
の
間
切
名
と
同
じ 

で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
は
慶
長
十
四
年
（
一 

六
〇
九
）、
薩
藩
が
琉
球
を
征
伐
し
奄
美
五
島
を
割
か
し
め
、
そ 

の
直
轄
と
し
た
が
、そ
れ
か
ら
八
年
後
の
元
和
二
年（
一
六
一
六
） 

徳
之
島
に
代
官
を
置
き
、
沖
永
良
部
、
与
論
を
併
せ
、
治
め
さ
せ 

た
。
そ
の
当
時
の
行
政
区
画
は
、
琉
球
服
属
時
代
の
制
を
襲
用
し 

て
三
間
切
と
し
、
与
人
三
名
を
置
い
て
万
事
を
処
理
せ
し
め
た
と 

あ
る
こ
と
か
ら
推
察
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

      

一
、
高
千
七
百
九
拾
石
五
斗 

枇
留

き
び
る

間
切
（
あ
ぜ
ふ
村
） 

 
 
 
 
 

内
九
百
拾
八
石
壱
斗
六
升 

 

田
方 

 
 
 
 
 
 

八
百
六
拾
六
石
八
斗
八
升 

畠
方 

 
 
 
 
 
 

五
石
四
斗
六
升 

 
 
 
 

桑
役 

 
 

合
高
四
千
百
五
拾
八
石
五
斗 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村 

数 

八
ツ 

 
 
 
 

内
貳
千
百
三
拾
貳
石
四
斗
六
升 

田
方 

 
 
 
 
 

貳
千
拾
壱
石
四
斗
四
升 

 
 

畠
方 

 
 
 
 
 

拾
四
石
六
斗 

 
 
 
 
 
 

桑
役 

 

こ
れ
は
琉
球
服
属
時
代
か
ら
薩
藩
直
属
時
代
に
移
っ
た
こ
ろ 

の
、
い
わ
ば
藩
政
期
初
期
の
こ
ろ
の
間
切
別
の
割
増
高
で
あ
る
。 

つ
ま
り
薩
藩
時
代
徳
之
島
に
代
官
を
置
い
て
、
沖
永
良
部
と
与
論 

を
治
め
さ
せ
て
い
た
こ
ろ
の
間
切
名
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
琉
球
国
郷
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
永
良
部
の
村
数
に 

つ
い
て
で
あ
る
が
、前
述
の
よ
う
に
徳
時
間
切（
ち
な
村
西
目
村
）、 

大
城
間
切
（
下
平
河
村
和
村
）、
枇
留
間
切
（
あ
ぜ
ふ
村
）
と
記 

さ
れ
、村
数
八
つ
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
あ
ろ
う
。 

村
名
が
五
つ
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
村
数
八
つ
と
書 

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う 

と
思
う
が
、
こ
れ
に
は
間
切
同
村
を
算
入
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ 

 

徳
之
島
に
代
官
を
置
い
た
元
和
二
年
か
ら
五
十
二
年
後
の
寛
文 

八
年
（
一
六
六
八
）
に
、
報
告
と
い
う
形
で
「
琉
球
國
郷
帳
」
と 

い
う
の
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
よ
り
三
十
三
年
前
の 

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
の
盛
増
高
で
あ
る
。 

 

そ
の
琉
球
国
郷
帳
に
よ
る
と
、
北
は
喜
界
島
、
大
島
本
島
か
ら 

南
は
八
重
山
群
島
の
与
那
国
島
に
至
る
ま
で
の
全
琉
球
国
三
十
六 

島
中
の
二
十
一
島
、
五
十
五
間
切
一
七
六
村
に
わ
た
り
、
島
ご
と 

に
間
切
別
の
石
高
を
田
方
、
畠
方
、
桑
役
に
分
け
、
何
升
何
合
何 

才
と
詳
細
に
わ
た
り
盛
増
高
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
琉
球
国
郷
帳
に
よ
る
と
、沖
永
良
部
の
間
切
は
三
間
切
で
、 

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

琉
球
國
之
内 

永エ

良
部

ラ

ブ

島 

 
 

一
、
高
千
七
百
八
拾
石 

徳
時

と
く
ど
き

間
切
（
ち
な
村
、
西
目
村
） 

 
 
 
 
 

内
九
百
拾
貳
石
七
斗
八
升 

 

田
方 

 
 
 
 
 
 

八
百
六
十
貳
石
四
斗
五
升 

畠
方 

 
 
 
 
 
 

四
石
七
斗
七
升 

 
 
 
 

桑
役 

 
 

一
、
高
五
百
八
拾
八
石 

大

城

お
お
ぐ
す
く

間
切
（
下
平
河
村
、
和
村
） 

 
 
 
 
 

内
三
百
壱
石
五
斗
二
升 

 
 

田
方 

 
 
 
 
 
 

貳
百
八
拾
貳
石
壱
斗
壱
升 

畠
方 

 
 
 
 
 
 

四
石
三
斗
七
升 

 
 
 
 

桑
役 

      

う
と
思
わ
れ
る
。つ
ま
り
徳
時
間
切
徳
時
村
、大
城
間
切
大
城
村
、 

枇
留
間
切
き
び
る
村
を
加
え
て
数
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思 

わ
れ
る
。 

 

間
切
同
村
と
は
、
間
切
内
に
お
い
て
そ
の
間
切
と
同
名
の
村
を 

間
切
同
村
と
言
い
、
間
切
内
の
首
邑

し
ゆ
ゆ
う

で
、
間
切
番
所
の
所
在
地
で 

あ
る
。「
山
州
名
跡
志
」
に
「
郷
に
お
い
て
そ
の
郡
名
と
な
す
所 

俗
に
こ
れ
を
親
里
と
い
う
」
と
、
ま
た
「
東
海
道
名
所
図
会
」
に 

「
桑
名
郡
に
桑
名
あ
る
は
こ
れ
を
親
里
と
い
う
。
山
州
字
治
郡
に 

宇
治
あ
り
、
愛
宕
郡
に
愛
宕
あ
る
如
し
」
と
あ
る
に
よ
る
と
、
同 

村
は
親
里
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

本
来
、
間
切
は
若
干
の
村
を
集
め
て
結
成
さ
れ
、
そ
の
中
の
大 

村
の
名
を
と
っ
て
間
切
名
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
間
切
内
に 

は
必
ず
同
村
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
沖
永
良
部
で
は
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
徳 

之
島
か
ら
分
立
し
て
代
官
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
間 

切
役
所
は
す
べ
て
代
官
役
所
の
あ
る
和
泊
村
に
置
か
れ
た
の
で
、 

そ
れ
以
後
は
間
切
内
の
首
邑
と
か
間
切
番
所
の
所
在
地
と
は
言
え 

な
い
ば
か
り
か
、
喜
美
留
間
切
の
よ
う
に
間
切
同
村
の
な
い
間
切 

さ
え
生
じ
た
く
ら
い
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
古
来
沖
永
良
部
は
三
十
六
村
と
言
わ
れ
て
き 
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て
い
る
の
に
、
村
数
八
つ
と
は
一
体
ど
う
い
う
思
惑
が
あ
っ
て
の 

村
数
の
数
え
方
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
何
か
規
程
が
あ
っ
た
の 

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
徳
時
間
切
の
範
囲
、つ
ま
り
区
域
の
村
々
で
あ
る
が
、 

前
述
の
よ
う
に
徳
時
間
切
（
知
名
村
西
目
村
）
と
記
さ
れ
て
い
る 

が
、
こ
れ
だ
け
で
徳
時
間
切
の
区
域
の
村
々
の
す
べ
て
と
い
う
こ 

と
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
区
域
の
両
端 

の
村
を
挙
げ
て
代
表
さ
せ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
す
な
わ
ち
知 

名
村
、
屋
子
母
村
、
大
津
勘
村
、
徳
時
村
、
島
尻
村
、
馬
鹿
村
、 

田
皆
村
、
西
目
村
と
記
す
べ
き
も
の
を
、
両
端
の
知
名
村
と
西
目 

村
だ
け
を
掲
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も 

し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
他
の
大
城
間
切
（
下
平
河
村
・
和
村
）、 

枇
留
間
切
（
あ
ぜ
ふ
村
）
の
場
合
は
ど
う
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、 

ま
た
貢
納
の
均
衡
上
か
ら
も
こ
れ
だ
け
の
村
数
で
は
首
肯
し
難
い 

も
の
が
あ
る
。 

 

「
沖
永
良
部
島
代
官
系
図
」
に
よ
る
と
、
寛
文
八
年
（
一
六
六 

八
）「
琉
球
国
郷
帳
」が
報
告
さ
れ
る
五
十
二
年
前
の
元
和
二
年（
一 

六
一
六
）、
徳
之
島
に
代
官
を
置
き
始
め
て
か
ら
七
十
五
年
後
の 

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
、
徳
之
島
か
ら
分
か
れ
て
代
官
附
役 

な
ど
が
沖
永
良
部
島
に
常
詰
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

       

こ
れ
は
琉
球
国
郷
帳
の
報
告
か
ら
百
四
年
後
と
い
う
、
い
わ
ば 

一
世
紀
間
の
間
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
安 

永
元
年
（
一
七
七
二
）
の
記
録
に
出
て
い
る
か
ら
判
明
し
た
の
で 

あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
間
切
名
の
変
更
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な 

い
。
そ
の
間
に
、
代
官
の
常
詰
め
と
い
う
政
治
的
一
大
変
革
が
あ
っ 

た
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
で 

間
切
名
の
変
更
が
あ
っ
た
な
ど
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

琉
球
側
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
島
内
に
何
か
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
事 

情
が
あ
っ
て
間
切
名
の
変
更
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
謎
に 

つ
つ
ま
れ
た
、
徳
時
間
切
か
ら
久
志
検
間
切
へ
の
移
り
変
わ
り
で 

あ
る
。 

 

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
間
切
は
若
干
の
村
を
集
め
て
結
成
さ
れ 

る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
沖
永
良
部
の
三
間
切
の
村
々
は
ど
の
よ
う 

に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。 

 

操
坦
勁
編
「
沖
永
良
部
沿
革
誌
」
に
よ
る
と
、 

 

大
城
間
切
（
十
一
ヶ
村
）、
和
泊
、
和
、
大
城
、
赤
嶺
、
後
蘭
、 

 
 
 
 
 

田
舎
平
、
下
城
、
田
皆
、
島
尻
、
屋
子
母
、
瀬
利
覚
。 

 

久
志
検
間
切
（
十
一
ヶ
村
）、
喜
美
留
、
國
頭
、
西
原
、
古
里
、 

 
 
 
 
 

久
志
検
、
余
多
、
屋
者
、
芦
清
良
、
黒
貫
、
馬
鹿
、 

 
 
 
 
 

徳
時
。 

こ
れ
は
沖
永
良
部
島
に
と
っ
て
は
画
期
的
な
一
大
変
革
で
あ
り
、 

そ
れ
以
来
明
治
初
期
ま
で
二
年
な
い
し
四
年
と
、
任
期
の
違
い
は 

あ
る
け
れ
ど
も
、
代
官
附
役
な
ど
が
薩
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
、
常
駐 

し
て
島
を
治
め
支
配
し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
よ
る
と
「
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）、（
代
官
系
図
に
は 

明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
壬
辰
と
記
さ
れ
て
い
る
）
代
官
三
原
浜 

右
衛
門
の
代
に
人
躰
手
札
改
仰
せ
渡
さ
れ
、
三
間
切
共
に
弁
財
天 

に
於
て
宗
門
帳
相
認
候
処
人
数
左
之
通
り
」
と
あ
っ
て
、 

 

総
人
数
一
万
千
四
百
七
人 

外
に
流
人
七
十
九
人 

 
 

内 

三
千
五
百
九
人 

 
 

大
城
間
切 

 
 
 
 
 

外
に
二
十
五
人 

流
人 

 
 
 
 

三
千
八
百
三
十
九
人 

 

久
志
検
間
切 

 
 
 
 
 

外
に
二
十
六
人 

流
人 

 
 
 
 

三
千
九
百
七
十
八
人 

 

喜
美
留
間
切 

 
 
 
 
 

外
に
二
十
八
人 

流
人 

と
あ
る
。 

 
こ
こ
で
、
琉
球
国
郷
帳
で
は
、
枇
留
間
切
と
あ
っ
た
表
記
が
喜 

美
留
間
切
と
書
き
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も 

徳
時
間
切
が
消
滅
し
て
久
志
検
間
切
が
出
現
し
て
き
て
い
る
こ
と 

に
目
を
引
か
れ
る
し
、
驚
き
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

       

喜
美
留
間
切
（
十
四
ヶ
村
）、
手
々
知
名
、
出
花
、
畦
布
、
根
折
、 

 
 
 
 
 

玉
城
、
内
城
、
瀬
名
、
永
嶺
、
上
城
、
大
津
勘
、
知 

 
 
 
 
 

名
、
上
平
川
、
下
平
川
、
皆
川
。 

と
な
っ
て
お
り
、
各
間
切
の
村
々
は
地
理
的
に
分
散
し
、
相
交
錯 

し
て
い
る
の
で
処
理
上
不
便
で
、
こ
れ
が
後
に
は
区
画
変
更
の
原 

因
と
も
な
っ
て
い
る
。 

 

従
来
、
与
人
役
所
は
三
間
切
の
役
所
と
も
和
泊
村
内
に
あ
っ
た 

旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
後
で
安
政
四
年
三
カ
方
に
区
画
変
更 

が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
移
転
し
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

間
切
の
長
官
は
大
親

う
ひ
や

あ
る
い
は
大
屋
子

う

ー

や

く

と
言
い
、
こ
の
地
位
は 

琉
球
渡
来
の
貴
族
が
占
め
、
後
に
は
島
の
名
門
の
子
孫
の
者
を
任 

命
し
た
。 

 

「
各
間
切
に
与
人
を
お
き
万
事
を
処
理
せ
し
め
そ
の
下
に
掟
・ 

目
差
・
筆
子
の
副
役
あ
り
、
後
世
に
至
り
て
は
目
差
、
筆
子
、
掟 

の
順
と
な
り
お
れ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
大
奄
美
史
」
に
よ
る
と
、
琉
球
へ
の
服
属
と
当
時
の
諸
制
度 

の
職
制
の
項
に
、「
旧
記
」
に
よ
れ
ば
「
大
島
の
儀
上
古
は
琉
球 

に
属
し
、
彼
地
よ
り
按
司
の
位
一
人
渡
海
在
島
に
て
支
配
有
之
、 

中
古
は
大
親
役

う

ふ

や

一
間
切
（
行
政
区
画
、
今
の
村
に
当
る
）
に
一
人 

宛
、
都
合
七
人
の
支
配
有
之
、
琉
球
へ
年
貢
を
納
め
た
る
由
、
大 
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島
置
目
条
々
の
旧
書
あ
り
」
と
あ
る
。
し
か
し
て
、
琉
球
服
属
時 

代
の
政
治
的
中
心
地
は
、
こ
の
時
代
を
通
じ
て
二
、
三
ヵ
所
に
移 

動
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
笠
利
間
切
の
赤
木
名
が
最
も
長
い 

間
政
庁
の
所
在
地
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

琉
球
服
属
時
代
に
大
島
の
統
治
に
当
た
っ
た
役
員
と
、
そ
の
職 

掌
と
は
、
時
代
に
よ
っ
て
多
少
の
変
遷
は
あ
っ
た
が
、「
第
四
節 

大
屋
子
時
代
」
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

 

徳
之
島
で
は
大
親
を
大
屋
子
と
言
っ
た
が
、
両
者
い
ず
れ
も
親お

や 

雲
上

く
も
ひ

（
ペ
ー
チ
ン
）
か
ら
出
た
語
で
、
同
役
で
あ
る
こ
と
は
言
う 

ま
で
も
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
徳
之
島
で
与
人

よ
ひ
と

を
用
人
、
目
指

め
ざ
し

を
指 

役
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
要
す
る
に
語
を
変
え
た
だ
け
で
同
じ
役 

目
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
子

て
つ
こ

と
掟

役

お
き
て
や
く

は
両
島
と
も
一
致
し 

て
い
る
。
大
島
本
島
の
役
員
の
俸
禄
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
徳
之 

島
で
は
大
屋
子
が
知
行
二
十
石
、切
米
五
石
、用
人
が
知
行
十
石
、 

切
米
二
石
、
指
役
が
知
行
五
石
、
筆
子
と
掟
役
は
切
米
二
石
で
あ
っ 

た
か
ら
、
大
島
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。 

 

(注) 

旧
制
度
に
よ
れ
ば
、
琉
球
士
族
の
階
級
は
王
子
、
按
司
、 

 
 

親
方
、
親
雲
上
、
里
之
子
、
筑
登
之
、
子
、
仁
屋
な
ど
で
あ 

 
 

る
。
王
子
は
藩
王
の
叔
伯
兄
弟
子
孫
に
し
て
皆
尚

し
よ
う

姓
を
用 

 
 

い
、
按
司
は
先
王
の
遠
孫
に
し
て
皆
尚

し
よ
う

姓
を
用
い
る
。
向 

       
 
 
 
 
 
 
 

く
ね
つ
村
、
か
ち
ょ
く
村
、
し
よ
ど
ん
村
、 

 
 
 
 
 
 
 
 

か
め
の
川
村
） 

一
、
高
九
百
四
拾
七
石 

往
用
間
切
（
か
ね
く
村
） 

一
、
高
千
六
百
六
拾
五
石
五
斗 

小
見
間
切
（
と
く
ち
村
） 

 
 

合
高
壱
万
四
百
五
拾
五
石
五
斗 

 

村
数
四
拾 

 

 
 
 
 
 

琉
球
国
之
内 

鬼
界
島 

一
、
高
千
八
百
六
拾
貳
石 

碗
間
切 

一
、
高
千
三
百
貳
拾
貳
石 

荒
木
間
切 

し
つ
る
村 

一
、
高
千
九
百
八
拾
六
石 

東
間
切 

一
、
高
七
百
拾
貳
石 

 
 

志
戸
桶
間
切 

一
、
高
千
五
拾
石
四
斗 

 

西
目
間
切 

い
し
や
く
村 

 

合
高
六
千
九
百
三
拾
貳
石
四
斗 

 

村
数
七
ツ 

 

 
 
 
 
 

琉
球
国
之
内 

徳
之
島 

一
、
高
三
千
九
百
八
拾
貳
石
三
斗 

面
縄
間
切
あ
ご
ん
村 

一
、高
貳
千
五
拾
壱
石
貳
斗 

東
間
切（
花
徳
村 

か
め
津
村
） 

一
、
高
三
千
九
百
七
拾
六
石
貳
斗 

西
目
間
切
（
せ
た
き
村
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
な
ま
村
、
て
て
村
） 

 
 

合
高
壱
万
九
石
七
斗 

 

村
数
九
ツ 

は
尚
の
欠
画
で
あ
る
。 

 
 
 〝

大
島
七
間
切 

喜
界
五
間
切 

 
 
 
 
 
 
 
 

徳
永
良
部
与
論
那
覇
の
地
の
内
″ 

 

と
い
う
琉
歌
は
、
琉
球
と
の
同
一
体
制
が
樹
立
し
て
か
ら
歌
わ 

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
が
、行
政
区
画
と
し
て
の
大
島
、 

喜
界
の
間
切
の
数
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
琉
球
国
郷
帳
に
記 

さ
れ
て
い
る
奄
美
諸
島
の
間
切
名
を
掲
げ
、
参
考
に
し
よ
う
。 

 
 
 
 
 
 

琉
球
国
之
内 

大
島 

 

一
、
高
千
貳
百
石 

笠
利
間
切
（
か
と
く
村
、
喜
瀬
村
、
あ
か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
な
村
、
や
ん
村
、
う
す
く
村
、
節
田
村
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
し
け
ん
村
） 

 

一
、
高
千
四
百
拾
九
石 

奈
瀬
間
切
（
小
港
村
、
う
ら
村
） 

 

一
、
高
千
五
百
壱
石 

焼
内
間
切
（
ゆ
あ
ん
か
ま
村
、
け
せ
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
、
な
お
ん
村
、
う
け
ん
村
、
す
こ
村
） 

 

一
、
高
貳
千
百
九
拾
石 

西
間
切
（
小
名
瀬
村
、
こ
し
村
、
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
村
、
西
の
こ
み
村
、
芝
村
、
す
こ
し
村
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
け
な
村
、
お
さ
い
村
、
お
し
か
く
村
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
け
島
、
よ
ろ
の
島
） 

 

一
、
高
千
七
百
三
拾
壱
石 

東
間
切
（
か
と
く
村
、
あ
き
な
村
、 

       
 
 
 
 
 

琉
球
国
之
内 

与
論
島 

 

一
、
高
千
貳
百
七
拾
貳
石
六
斗 

む
き
や
村
、
あ
か
さ
村 
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